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(57)【要約】
　本発明は、生理学的に許容される媒体中に、少なくとも１種のシリコーン－ポリウレタ
ンポリマーおよびシリコーン樹脂を含む、化粧用メイクアップまたはケラチン物質ケア用
の組成物に関する。本発明はまた、メイクアップまたはケラチン物質ケア方法であって、
前記組成物をケラチン物質に塗布するステップを含む、方法、ならびに生理学的に許容さ
れる媒体中に、少なくとも１種のシリコーン－ポリウレタンポリマーを含む化粧料組成物
の、擦り耐性および堅牢性を改善するための、ＭＱ－官能性トリメチルシロキシケイ酸シ
リコーンポリマーの使用にも関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生理学的に許容される媒体中に、少なくとも１種のシリコーン－ポリウレタンポリマー
およびシリコーン樹脂を含む、ケラチン物質をメイクアップするまたはケアするための化
粧料組成物。
【請求項２】
　前記シリコーン－ポリウレタンポリマーが、ヒドロキシル基で官能化されたポリオルガ
ノシロキサンとジイソシアネート化合物との反応の生成物であることを特徴とする、請求
項１に記載の組成物。
【請求項３】
　ヒドロキシル基で官能化された前記ポリオルガノシロキサンが、式Ｉｂの構造
【化１】

（式中、ｎは０から５０００の間、好ましくは１から２００の間、より好ましくは１０か
ら１００の間、さらにより好ましくは１０から５０の間の整数である）
に対応することを特徴とする、請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記ジイソシアネート化合物が、式Ｏ＝Ｃ＝Ｎ－Ｒ１－Ｎ＝Ｃ＝Ｏ（式中、Ｒ１は、１
～２０個の炭素原子を含む２価の炭化水素基であり、特に、Ｒ１は以下の式の基

【化２】

である）に対応することを特徴とする、請求項２および３のいずれか一項に記載の組成物
。
【請求項５】
　前記ジイソシアネート化合物が、１，６－ヘキサメチレンジイソシアネート、メチレン
ジシクロヘキシルジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、およびそれらの組合
せからなる群から選択されることを特徴とする、請求項２から４のいずれか一項に記載の
組成物。
【請求項６】
　ポリマー活性材料の前記シリコーン－ポリウレタンポリマーが、組成物の総重量に対し
て、８～１６重量％、好ましくは１０～１５重量％の範囲の濃度で存在することを特徴と
する、請求項１から５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項７】
　前記シリコーン樹脂が、好ましくは固体形態、特に粉末形態の、ＭＱ型、Ｔ型、または
ＭＱＴ型の樹脂であることを特徴とする、請求項１から６のいずれか一項に記載の組成物
。
【請求項８】
　前記シリコーン樹脂が、式［（Ｒ１）３Ｓｉ１／２］Ｘ（ＳｉＯ４／２）ｙ（式中、ｘ
およびｙは、５０～８０の範囲の整数であり、Ｒ１基は、１～１０個の炭素原子を有する
炭化水素基、フェニル基、フェニルアルキル基、またはヒドロキシル基である）の、ＭＱ
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型アルキルシロキシケイ酸の樹脂であることを特徴とする、請求項１から７のいずれか一
項に記載の組成物。
【請求項９】
　トリメチルシロキシケイ酸型のＭＱ樹脂を特徴とする、請求項８に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記シリコーン樹脂、好ましくはＭＱが、組成物の総重量に対して、樹脂１～２０重量
％、好ましくは５～１０重量％の範囲の濃度で存在することを特徴とする、請求項１から
９のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記生理学的に許容される媒体が、少なくとも１種の揮発性または不揮発性の炭化水素
油を含むことを特徴とする、請求項１から１０のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１２】
　前記揮発性炭化水素油が、８～１６個の炭素原子を含み、好ましくはイソドデカンであ
ることを特徴とする、請求項１１に記載の組成物。
【請求項１３】
　少なくとも１種のワックスおよび／または少なくとも１種の親油性ゲル化剤を含むこと
を特徴とする、請求項１から１２のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１４】
　前記ワックスが、ポリエチレンワックスであり、前記親油性ゲル化剤が、クレイである
ことを特徴とする、請求項１３に記載の組成物。
【請求項１５】
　顔料、真珠層、脂溶性着色剤、ラッカー（有機顔料）、およびそれらの混合物から選択
される少なくとも１種の着色材料を含むことを特徴とする、請求項１から１４のいずれか
一項に記載の組成物。
【請求項１６】
　ケラチン物質にメイクアップを施すまたはそれをケアする方法であって、請求項１から
１５の一項に記載の少なくとも１種の組成物を前記ケラチン物質に塗布するステップを含
む、方法。
【請求項１７】
　ケラチン物質にメイクアップを施すまたはそれをケアする方法であって、
　請求項１から１５の一項に記載の少なくとも１種の組成物を、ベース組成物として前記
ケラチン物質に塗布するステップと、
　前記ベース組成物に、コーティング組成物を塗布するステップとを含む、方法。
【請求項１８】
　前記コーティング組成物が、前記ベース組成物と非相溶性であることを特徴とする、請
求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　生理学的に許容される媒体中に、少なくとも１種のシリコーン－ポリウレタンポリマー
を含む化粧料組成物の、擦り耐性および安定性を改善するための、トリメチルシロキシケ
イ酸型のＭＱシリコーン樹脂の使用。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の目的は、少なくとも１種のシリコーン－ポリウレタンポリマーおよびシリコー
ン樹脂を含む、ケラチン物質をメイクアップするための、またはケアするための化粧料組
成物である。本発明の目的はまた、ヒトのケラチン物質をメイクアップするための、また
はケアする方法であって、前記組成物を皮膚に塗布するステップを含む、方法でもある。
【背景技術】
【０００２】
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　化粧料組成物またはケア組成物は、皮膚および口唇に塗布して美的外観をもたらすのに
通常使用され、この効果は長時間続かなくてはならない。前記組成物は、特に、汗または
唾液など、その美的効果を変化させる可能性のある様々な外部因子に耐えるものでなけれ
ばならない。特に、化粧品、とりわけ口紅は、皺や小皺に移動したり入り込んだりしては
ならず、布地に移ってもいけない。組成物はまた、塗布するのが心地よくなければならず
、その付着によって、満足できる美的特性を維持しながら使用者に心地よい感覚をもたら
さなければならない。
【０００３】
　化粧料組成物の色移りを制限するため、およびその色合いの安定性を改善するために、
皮膜形成ポリマーと称されるポリマーを配合物に組み込むことが知られている。一般に用
いられる皮膜形成ポリマーの例には、ポリオルガノシロキサン、特にポリジメチルシロキ
サン（ＰＤＭＳまたはジメチコン）、例えば米国特許第６７８０４０２号明細書（Ｌ’Ｏ
ｒｅａｌ）、米国特許第５３１８７７５号明細書（Ｍａｒｙ　Ｋａｙ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ
ｓ）、米国特許第４６９９７８０号明細書（Ｅｓｔｅｅ　Ｌａｕｄｅｒ）、および米国特
許第４５７８２６６号明細書（Ｒｅｖｌｏｎ）の文献に記載されたものが挙げられる。よ
り最近では、シリコーン－ポリウレタンなどのポリマーの使用が増えている。
【０００４】
　しかし、これらの皮膜形成ポリマーは、化粧品の色の安定性および擦り耐性に関して、
かならずしも良い結果をもたらすわけではない。
【発明の概要】
【０００５】
　したがって、改善された擦り耐性特性を有しながら、メイクアップの安定性、特に色の
安定性特性が良好な化粧料組成物を得ることが所望されている。
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、メイクアップの安定性、特にその色の安定性、および擦
り耐性特性に優れた、ケラチン物質、特に口唇を、メイクアップするための、またはケア
するための組成物を提案することである。
【０００７】
　したがって、本発明の目的は、第１の態様によれば、生理学的に許容される媒体中に、
少なくとも１種のシリコーン－ポリウレタンポリマーおよびシリコーン樹脂を含む、ケラ
チン物質をメイクアップするための、またはケアするための化粧料組成物である。
【０００８】
　本発明の目的はまた、第２の態様によれば、ケラチン物質、特に口唇に、メイクアップ
を施すまたはそれをケアする方法であって、このような組成物を前記ケラチン物質に塗布
するステップを含む、方法でもある。
【０００９】
　最後に、本発明の目的は、第３の態様によれば、生理学的に許容される媒体中に、少な
くとも１種のシリコーン－ポリウレタンポリマーを含む化粧料組成物の、擦り耐性および
安定性を改善するための、特定のシリコーン樹脂の使用である。
【００１０】
　実際のところ出願人は、賞賛されるべきことに、特定のシリコーン－ポリウレタンポリ
マーをシリコーン樹脂と組み合わせることによって、改善された安定性および擦り耐性特
性を有する組成物を配合することができ、前記シリコーン－ポリウレタンポリマーは組成
物の擦り耐性を変化させないほどの十分に低い濃度で用いることができることを見出した
。
【００１１】
シリコーン－ポリウレタンポリマー
　本発明の組成物は、少なくとも１種のシリコーン－ポリウレタンポリマーを含む。本発
明の広義において、ポリウレタンシリコーンポリマーの選択は特に限定される必要はなく
、オルガノシロキサン単位およびウレタン結合を含む、任意のポリマーを包含することが
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できる。一実施形態によれば、シリコーン－ポリウレタンポリマーは、好ましくは２個以
上のヒドロキシル基を含む、ヒドロキシル基で官能化されたポリオルガノシロキサンと、
ジイソシアネート化合物との反応の生成物である。ヒドロキシル基で官能化されたポリオ
ルガノシロキサンは、典型的には式Ｉの構造
【００１２】
【化１】

（式中、Ｒは、出現毎にそれぞれ独立して、水素原子、ヒドロキシル基、および場合によ
り置換された、１～１０個の炭素原子を有する炭化水素基から、特に、置換または非置換
の、アルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、アリール－アルキル、またはアルキ
ル－アリールの基から選択され；好ましくは、Ｒは、場合により置換された、直鎖状、環
状、または分枝鎖状のＣ１～６アルキル基またはアルケニル基、例えば、限定されないが
、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ｔ－ブチル、アミル
、ヘキシル、シクロヘキシル、ビニル、Ｃ１～８アリルまたはアリール、アリール－アル
キルまたはアルキル－アリール、例えば、限定されないが、フェニル、ベンジル、トリル
、キシリルなどの各基から選択され、
　上記のＲ基はそれぞれ、酸素、窒素、リン、およびハロゲンなどの１個または複数のヘ
テロ原子、特にフッ素によって、場合により置換されていてもよく、例示としてはフルオ
ロアルキル（ペルフルオロアルキル）基、例えば、モノフルオロメチル、ジフルオロメチ
ル、およびトリフルオロメチル、ペルフルオロフェニル、ならびに式－（ＣＨ２）１－６

－ＮＲＮ
２および式－（ＣＨ２）１－６－ＮＲＮ－（ＣＨ２）１－６－ＮＲＮ

２（式中、
ＲＮは、典型的には水素であるが、メチル、エチル、プロピル、または等価の基であって
もよい）に対応するものなどのＣ１～６置換アミノアルキル基；限定されないが、式－（
ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｎ－に対応するポリエチレンオキシド基、式－（ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２

Ｏ）ｎ－に対応するプロピレンオキシド基、および前記基の組合せなどのポリエーテル基
；ならびにアミンオキシド、リン酸塩、ヒドロキシル、エステル、および／もしくはカル
ボン酸塩の各官能基、またはその等価物が挙げられ、あるいは、
　Ｒは、追加の基－Ｌ－ＯＨを含むことができ、
　Ｌは、結合基または連結基のいずれかであり、好ましくは、Ｌは、２価の、アルキル、
アルケニル、アルキニル、アリール、アルキル－アリール、またはアリール－アルキルの
基などの、１～１０個の炭素原子を有する、２価の炭化水素、例えば、限定されないが、
式－（ＣＨ２）１－１０－、好ましくは－（ＣＨ２）１－６－の２価の基などのＣ１～１
０アルキル基から選択される連結基であり、より好ましくは、Ｌは－ＣＨ２ＣＨ２－ＣＨ

２であり、
　ｎは、０から５０００の間、好ましくは１から２００の間、より好ましくは１０から１
００の間、さらにより好ましくは１０から５０の間の整数である）
に対応する。好ましくは、Ｒは、少なくとも１個または複数のメチル基の出現を表し、よ
り好ましくは、Ｒは、メチル基の完全な、または準完全な出現を表し、これは、Ｒが、９
０％より多く出現する、特に９５％より多く出現する、またはさらには９８％より多く出
現するメチル基を表すことを意味する。
【００１３】
　本発明の一実施形態によれば、ヒドロキシル基で官能化されたポリオルガノシロキサン
は、例えば、式Ｉａの構造に対応するポリメチルシロキサン
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【化２】

（式中、Ｌおよびｎは、上記で定義された通りである）
を含む。
【００１５】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、ヒドロキシル基で官能化されたポリオルガノシ
ロキサンは、例えば、式Ｉｂの構造に対応するポリメチルシロキサン
【００１６】

【化３】

（式中、ｎは上記で定義された通りである）
を含む。
【００１７】
　ジイソシアネートは、特に、式Ｏ＝Ｃ＝Ｎ－Ｒ１－Ｎ＝Ｃ＝Ｏ（式中、Ｒ１は、１個ま
たは複数のヘテロ原子によって場合により置換されたものを含む、１～２０個の炭素原子
を含む２価の炭化水素基であり、特にＲ１は、限定されないが、
　ｉ　以下の式の基
【００１８】
【化４】

　ｉｉ　以下の式の基
【００１９】
【化５】

　ｉｉｉ　以下の式の基
【００２０】
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【化６】

　ｉｖ　以下の式の基
【００２１】
【化７】

および
　ｖ　以下の式の基
【００２２】

【化８】

ならびにそれらの組合せ
を含む、場合により置換された、環状のアルキル基、アルケニル、アルキニル、アリール
、アルキル－アリール、または直鎖状、環状、もしくは分枝鎖状のアリール－アルキルか
ら選択することができる）に対応することができる。
【００２３】
　本発明の文脈において、好適なジイソシアネートには、限定されないが、トルエンジイ
ソシアネート；２，２’－ＭＤＩ、２，４’－ＭＤＩ、および４，４’－ＭＤＩなどのメ
チレンジフェニルジイソシアネート；１，６－ヘキサメチレンジイソシアネート；イソホ
ロンジイソシアネート；メチレンジシクロヘキシルジイソシアネート；キシレンジイソシ
アネート；シクロヘキサンジイソシアネート；３，３’－ジメチル－４，４’－ジフェニ
ルメタンジイソシアネート；ｐ－フェニレンジイソシアネート；ｍ－フェニレンジイソシ
アネート；４，４’－イソプロピリデンジシクロヘキシルイソシアネート；ならびにその
等価物が挙げられる。
【００２４】
　好ましい一実施形態において、ジイソシアネートは、１，６－ヘキサメチレンジイソシ
アネート、メチレンジシクロヘキシルジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、
およびそれらの組合せからなる群から選択される。一実施形態において、ジイソシアネー
トは、１，６－ヘキサメチレンジイソシアネートを含むか、または実質的に１，６－ヘキ
サメチレンジイソシアネートからなる。別の実施形態において、ジイソシアネートは、イ
ソホロンジイソシアネートを含むか、または実質的にイソホロンジイソシアネートからな
る。さらに別の実施形態において、ジイソシアネートは、メチレンジシクロヘキシルジイ
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ソシアネートを含むか、または実質的にメチレンジシクロヘキシルジイソシアネートから
なり、この実施形態が特に好ましい。
【００２５】
　好ましい一実施形態によれば、本発明のシリコーン－ポリウレタンポリマーは、ヒドロ
キシル基で官能化されたポリオルガノシロキサンおよびジイソシアネートに由来する繰り
返し単位を、ＡＢ交互コポリマーの形態で含み、ここで、単位Ａは、式ＩＩの構造を有し
、
【００２６】
【化９】

（式中、Ｒ、Ｌ、およびｎは、式Ｉ、式Ｉａ、式Ｉｂ、および式ｌｅに関して上記で定義
された通りである）、単位Ｂは式ＩＩＩの構造を有し、
【００２７】
【化１０】

（式中、Ｒ’－は、上記で定義された通りである）、単位Ａおよび単位Ｂは、直鎖状、分
枝鎖状、または環状の構造で、好ましくは直鎖状の構造で配置される。
【００２８】
　ポリマーは、式Ｉまたは式ＩＩの、１個または複数のＲ基が以下のような基である、ポ
リオルガノシロキサンの分岐点またはグラフト点も含むことができる
【００２９】

【化１１】

（式中、Ｒは、式Ｉで定義された通りであり、Ｒ＊は、式ＩＩの単位Ａなどとさらに連結
することができる、式ＩＩＩの単位Ｂの側鎖にさらに連結した－Ｌ－Ｏ－基を表すことが
でき、またはＲ＊は、－Ｌ－ＯＨ、上記で定義されたＲ基、もしくは末端基を表すことが
できる）。ポリオルガノシロキサンは、この型の分岐点またはグラフト点を含む場合、Ｔ
型またはＱ型のグラフトの形態で存在することができ、ここで、Ｔは、Ｓｉ原子の一方の
Ｒ基のみが、上記のポリオルガノシロキサン鎖であることを示し、Ｑは、両方のＲ基がポ
リオルガノシロキサンであることを示す。これらの型のポリオルガノシロキサン化合物は
、シリコーン－ポリウレタンポリマーのコポリマー、およびＴ樹脂またはＱ樹脂の、分岐
コポリマーまたはグラフトコポリマーと称される。
【００３０】
　シリコーン－ポリウレタンポリマーは、イソシアネートの官能性プレポリマーから調製
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することもできる。例えば、イソシアネートプレポリマーは、二官能性または多官能性の
ポリオルガノシロキサンイソシアネート、例えば、以下に示す式Ｖのポリオルガノシロキ
サンジイソシアネート
【００３１】
【化１２】

（式中、Ｒ、Ｒ１－、およびＬは上記で定義された通りであり、ｘは、０から５０００の
間、好ましくは１から２００の間、より好ましくは１０から１００の間、さらにより好ま
しくは１０から５０の間の整数である）
であってもよい。プレポリマーは、１個または複数のＲ基を有する追加のイソシアネート
基を導入することによって、多官能性であってもよい。式Ｉの化合物またはその多官能性
等価物を得るために、官能性イソシアネートのプレポリマーを、ヒドロキシル基で官能化
されたポリオルガノシロキサンと反応させる。式Ｖのプレポリマーは、一般に、４０００
～およそ１５０００ダルトンの分子量を有する。式Ｉ、式Ｉａ、および式Ｉｂのプレポリ
マーは、典型的には、２５０～およそ１５０００ダルトンの分子量を有する。
【００３２】
　本発明の一実施形態において、シリコーン－ポリウレタンポリマーは、ポリアルキレン
グリコールサブ単位、特にポリエチレングリコール（ＰＥＧ）またはポリプロピレングリ
コール（ＰＰＧ）を全く含まないか、または実質的に全く含まない。「～を実質的に全く
含まない」は、ポリマーが含むポリアルキレングリコールサブ単位が、およそ１重量％未
満、好ましくはおよそ０．５重量％未満、より好ましくはおよそ０．１重量％未満である
ことを意味する。
【００３３】
　好ましい一実施形態において、本発明の化粧料組成物で用いられるシリコーン－ポリウ
レタンポリマーは、１，６－ヘキサメチレンジイソシアネート、メチレンジシクロヘキシ
ルジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、およびそれらの組合せからなる群か
ら選択されるジイソシアネートと、式Ｉｂとの反応の生成物を含む、直鎖状ポリマーであ
る。
【００３４】
　シリコーン－ポリウレタンポリマーは、例えば、Ｓｉｌｔｅｃｈ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎより、製品参照ＳＩＬＭＥＲ　ＵＲ５０５０またはＵＲ１００１００の、イソドデカ
ンの予備混合物の形態で入手可能である。
【００３５】
　本発明の組成物は、特に、ポリマー活性材料のシリコーン－ポリウレタンポリマーを、
組成物の総重量に対して、８～１６重量％、好ましくは１０～１５重量％の範囲の濃度で
含む。
【００３６】
　実際のところ出願人は、賞賛されるべきことに、シリコーン－ポリウレタン活性材料を
１６％より多く含む組成物が、より劣った擦り耐性および安定性を有することを見出した
。
【００３７】
シリコーン樹脂
　本発明の組成物は、少なくとも１種の樹脂を含み、それはシリコーンである。
【００３８】
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　一般に、用語「樹脂」は、その構造が三次元である化合物を意味する。したがって、本
発明の趣旨において、ポリジメチルシロキサンは、シリコーン樹脂ではない。
【００３９】
　シリコーン樹脂（シロキサン樹脂とも称される）の専門名は、名称「ＭＤＴＱ」で知ら
れ、樹脂は、含まれる様々なシロキサンモノマー単位に従って説明されており、文字「Ｍ
ＤＴＱ」のそれぞれは単位の型を特徴づける。
【００４０】
　文字「Ｍ」は、式Ｒ１Ｒ２Ｒ３ＳｉＯ１／２の単官能性単位を表し、ケイ素原子は、こ
の単位を含むポリマーの１個の酸素原子に結合している。
【００４１】
　文字「Ｄ」は、ケイ素原子が２個の酸素原子に結合している、Ｒ１Ｒ２ＳｉＯ２／２二
官能性単位を意味する。
【００４２】
　文字「Ｔ」は、式Ｒ１ＳｉＯ３／２の三官能性単位を表す。
【００４３】
　こうした樹脂は、例えば、米国特許第２６７６１８２号明細書、米国特許第３６２７８
５１号明細書、米国特許第３７７２２４７号明細書、米国特許第５２４８７３９号明細書
、ならびに米国特許第５０８２７０６号明細書、米国特許第５３１９０４０号明細書、米
国特許第５３０２６８５号明細書、および米国特許第４９３５４８４号明細書の特許出願
に記載されている。
【００４４】
　上記で定義されたＭ、Ｄ、Ｔの型において、Ｒ、すなわちＲ１およびＲ２は、１～１０
個の炭素原子を有する、炭化水素基（特にアルキル）、フェニル基、フェニルアルキル基
、またはヒドロキシル基を表す。
【００４５】
　最後に、文字「Ｑ」は、ケイ素原子が、それ自体ポリマーの残部に結合している４個の
酸素原子に結合している、ＳｉＯ４／２四官能性単位を意味する。
【００４６】
　異なる特性を有する様々なシリコーン樹脂を、これらの様々な単位から得ることができ
、これらのポリマーの特性は、モノマー（または単位）の型、Ｒ基の性質および数、ポリ
マー鎖長、分岐因子、ならびに側鎖の大きさによって様々である。
【００４７】
　ここで、本発明の組成物で用いられるシリコーン樹脂は、例えば、ＭＱ型、Ｔ型、また
はＭＱＴ型シリコーン樹脂であってもよい。好ましい一実施形態によれば、ＭＱ樹脂、Ｔ
樹脂、およびＭＱＴ樹脂は、固体形態であり、特に粉末形態である。
【００４８】
　好ましい一実施形態によれば、本発明の組成物で用いられるシリコーン樹脂は、皮膜を
形成する、すなわち、組成物が塗布されたケラチン物質上に皮膜を形成することができる
。これは、特に、不溶性粉末の形態であり皮膜を形成しない、ポリメチルシルセスキオキ
サン型の樹脂（またはＴ樹脂）を除外する。
【００４９】
　好ましい別の実施形態によれば、本発明の組成物で用いられるシリコーン樹脂は、高温
の場合にシリコーン溶媒に溶解し、これは、不溶性粉末の形態であるポリメチルシルセス
キオキサン型の樹脂（またはＴ樹脂）とは対照的である。
【００５０】
　好ましい一実施形態によれば、ＭＱ樹脂が用いられる。ＭＱ型シリコーン樹脂の例には
、式［（Ｒ１）３Ｓｉ１／２］Ｘ（ＳｉＯ４／２）ｙ（単位ＭＱ）（式中、ｘおよびｙは
、５０～８０の整数であり、Ｒ１基は、上記で定義された基であり、好ましくは１～８個
の炭素原子を有するアルキル基、またはヒドロキシル基、好ましくはメチル基である）の
アルキルシロキシケイ酸が挙げられる。したがって、トリメチルシロキシケイ酸型のＭＱ
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樹脂が好ましい。
【００５１】
　トリメチルシロキシケイ酸型のＭＱ型固体シリコーン樹脂の例には、Ｇｅｎｅｒａｌ　
Ｅｌｅｃｔｒｉｃ社によって参照ＳＲ１０００で、Ｗａｃｋｅｒ社によって参照ＴＭＳ８
０３で、信越化学工業株式会社によって名称「ＫＦ－７３１２Ｊ」で、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎ
ｉｎｇ社によって「ＤＣ７４９」、「ＤＣ５９３」で市販されているものが挙げられる。
【００５２】
　シロキシケイ酸単位ＭＱを含むシリコーン樹脂の例には、フェニルアルキルシロキシケ
イ酸樹脂、例えば、フェニルプロピルジメチルシロキシケイ酸（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅ
ｃｔｒｉｃ社によって市販されているＳｉｌｓｈｉｎｅ１５１）も挙げられる。こうした
樹脂の調製は、特に米国特許第５８１７３０２号明細書に記載されている。
【００５３】
　Ｔ型シリコーン樹脂の例には、式（ＲＳｉＯ３／２）Ｘ（単位Ｔ）（式中、ｘは１００
よりも大きく、Ｒ基は、１～１０個の炭素原子を有するアルキル基である）のポリシルセ
スキオキサンが挙げられ、ここで、前記ポリシルセスキオキサンは、Ｓｉ－ＯＨ末端基を
さらに含むことができる。好ましくは、Ｒがメチル基を表すポリメチルシルセスキオキサ
ン樹脂、例えば、
　－　Ｗａｃｋｅｒ社により参照樹脂ＭＫで市販されているもの、例えば、Ｂｅｌｓｉｌ
　ＰＭＳ　ＭＫ、（ＣＨ３）２ＳｉＯ２／２単位（単位Ｄ）を１重量％まで含むこともで
き、およそ１００００ｇ／モルの平均分子量を有する、繰り返しＣＨ３ＳｉＯ３／２単位
（単位Ｔ）を含むポリマー、または
　－　信越化学工業株式会社により、式ＣＨ３ＳｉＯ３／２の単位Ｔ１１個で構成されＳ
ｉ－ＯＨ末端基（シラノール）を有する参照ＫＲ－２２０Ｌで、単位Ｔ９８％およびジメ
チル単位Ｄ２％を含みＳｉ－ＯＨ末端基を有する参照ＫＲ－２４２Ａで、もしくは単位Ｔ
８８％およびジメチル単位Ｄ１２％を含みＳｉ－ＯＨ末端基を有する参照ＫＲ－２５１で
、市販されているもの
などを用いることができる。
【００５４】
　単位ＭＱＴを含む樹脂として、特に、米国特許第５１１０８９０号明細書の文献に引用
されたものが公知である。ＭＱＴ型の樹脂の好ましい一形態は、ＭＱＴ－プロピル樹脂（
ＭＱＴＰｒとも称される）である。本発明の組成物に用いることができるこうした樹脂は
、特に、国際公開第２００５／０７５５４２号パンフレットの出願で記載され、調製され
たものであり、その内容は参照により本明細書に援用される。ＭＱ－Ｔ－プロピル樹脂は
、好ましくは、以下の単位
　（ｉ）（Ｒ１３ＳｉＯ１／２）ａ

　（ｉｉ）（Ｒ２２ＳｉＯ１／２）ｂ

　（ｉｉｉ）（Ｒ３ＳｉＯ１／２）ｃ、および
　（ｉｖ）（ＳｉＯ４／２）ｄ

（式中、Ｒ１、Ｒ２、およびＲ３は、独立して１～１０個の炭素原子を有する、炭化水素
基（特にアルキル）、フェニル基、フェニルアルキル基、またはヒドロキシル基を表し、
好ましくは１～８個の炭素原子を有するアルキル基またはフェニル基であり、
　ａは０．０５から０．５の間であり、
　ｂは０から０．３の間であり、
　ｃは０よりも大きく、
　ｄは０．０５から０．６の間であり、ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＝１であり、
　ａ、ｂ、ｃ、およびｄは、モル分率であり、但しシロキサン樹脂のＲ３基の４０モル％
よりも多くがプロピル基であることを条件とする）
を含む。
【００５５】
　本発明で用いることができるシロキサン樹脂は、Ａ）とＢ）の反応を含む方法によって
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得ることができる。
　Ａ）（Ｒ１３ＳｉＯ１／２）ａ単位および（ＳｉＯ４／２）ｄ単位を少なくとも８０モ
ル％含むＭＱ樹脂であり、ここでＲ１は、１～８個の炭素原子を有するアルキル基、アリ
ール基、カルビノール基、またはアミノ基を表し、ａおよびｄは０よりも大きく、比率ａ
／ｄは０．５から１．５の間である。
　Ｂ）（Ｒ３ＳｉＯ１／２）ｃ単位を少なくとも８０モル％含むプロピルＴ樹脂であり、
ここでＲ３は１～８個の炭素原子を有するアルキル基、アリール基、カルビノール基、ま
たはアミノ基を表し、ｃは０よりも大きく、但しＲ３基の少なくとも４０モル％がプロピ
ル基であることを条件とし、ここで、質量比Ａ／Ｂは、９５：５から１５：８５の間であ
り、好ましくは質量比Ａ／Ｂは３０：７０である。
【００５６】
　本発明の組成物は、特に、シリコーン樹脂、好ましくはＭＱを、組成物の総重量に対し
て、樹脂１～２０重量％、好ましくは５～１０重量％の範囲の濃度で含む。
【００５７】
生理学的に許容される媒体
　本発明の組成物は、生理学的に許容される媒体、好ましくは化粧品として許容される媒
体、すなわち、有害な副作用がない媒体、特に、化粧品の使用者に受け入れられない赤み
、発熱、痛み、または刺痛をもたらさない媒体を含む。
【００５８】
油
　生理学的に許容される媒体は、特に、少なくとも１種の油を含むことができる。
【００５９】
　本発明の趣旨において、「油」は、室温（２５℃）で液体であり、かつ２５℃の水中に
少なくとも１重量％の濃度で導入された場合に水中で完全に溶解しない、または水中に導
入された油の重量に対して溶解する割合が１０重量％未満である、化合物を意味する。
【００６０】
　油は、揮発性または不揮発性であっても、極性または無極性であってもよい。当業者は
、本発明の組成物の生理学的に許容される媒体を形成する油を選択する際に、その油が、
組成物に含まれるアクリレートシリコーンポリマーおよびシリコーン樹脂と相溶性である
ように注意するであろう。
【００６１】
　本発明の組成物で用いることができる油の例には、特に、炭化水素油、シリコーン油、
フルオロシリコーン油、フッ素油、およびそれらの混合物が挙げられる。
【００６２】
　これらの油の中でも、本発明の組成物は少なくとも１種の炭化水素油を含むことが好ま
しい。
【００６３】
　「炭化水素油」は、水素原子および炭素原子のみを含む油を意味する。
【００６４】
　炭化水素油は、揮発性であってもよく、特に、４０℃～１２０℃の範囲、好ましくは４
０℃～５５℃の範囲、好ましくは４０℃～５０℃の範囲の、引火点を有する。揮発性炭化
水素油は、特に、８～１６個の炭素原子を有する揮発性炭化水素油、およびそれらの混合
物、特に、
　Ｃ８～Ｃ１６イソ－アルカン（イソパラフィンとも称される）、イソドデカン、イソデ
カン、イソヘキサデカンなどのＣ８～Ｃ１６分枝鎖状アルカン、例えば、Ｉｓｏｐａｒま
たはＰｅｒｍｅｔｙｌの商品名で販売されている油
　直鎖状アルカン、例えば、Ｓａｓｏｌによって、それぞれ参照ＰＡＲＡＦＯＬ１２－９
７および参照ＰＡＲＡＦＯＬ１４－９７で販売されている、ｎ－ドデカン（Ｃ１２）およ
びｎ－テトラデカン（Ｃ１４）、ならびにそれらの混合物、ウンデカン－トリデカン混合
物（Ｃｅｔｉｏｌ　ＵＴ）、Ｓｏｃｉｅｔｅ　Ｃｏｇｎｉｓからの出願、国際公開第２０
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０８／１５５０５９号パンフレットの実施例１および実施例２で得られる、ｎ－ウンデカ
ン（Ｃ１１）とｎ－トリデカン（Ｃ１３）との混合物、ならびにそれらの混合物
から選択することができる。
【００６５】
　揮発性炭化水素油は、好ましくはイソドデカンである。
【００６６】
　炭化水素油は、不揮発性、および炭化水素、好ましくは極性であってもよい。
【００６７】
　特に、前記不揮発性油は、エステル油、特に、１８～７０個の炭素原子を有するエステ
ル油であってもよい。
【００６８】
　例には、モノエステル、ジエステル、およびトリエステルが挙げられる。
【００６９】
　エステル油は、特にヒドロキシル化されてもよい。
【００７０】
　不揮発性エステル油は、好ましくは、以下から選択することができる。
　－　全体で１８～４０個の炭素原子を含むモノエステル、特に、式Ｒ１ＣＯＯＲ２（式
中、Ｒ１は、４～４０個の炭素原子を含む直鎖状または分枝鎖状の脂肪酸の残部を表し、
Ｒ２は、Ｒ１＋Ｒ２が１８である条件の下、４～４０個の炭素原子を含む炭化水素鎖、特
に分枝鎖状の炭化水素鎖を表す）のモノエステル、例えば、パーセリン油（オクタン酸セ
トステアリル）、イソノナン酸イソノニル、Ｃ１２～Ｃ１５アルコールベンゾエート、パ
ルミチン酸エチル２－ヘキシル、ネオペンタン酸オクチルドデシル、ステアリン酸オクチ
ル－２ドデシル、エルカ酸オクチル－２ドデシル、イソステアリン酸イソステアリル、安
息香酸オクチル－２ドデシル、アルコールまたは多価アルコールの、オクタン酸エステル
、デカン酸エステルまたはリシノール酸エステル、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチ
ン酸イソプロピル、ステアリン酸ブチル、ラウリン酸ヘキシル、パルミチン酸２－エチル
ヘキシル、ラウリン酸２－ヘキシル－デシル、パルミチン酸２－オクチル－デシル、ミリ
スチン酸２－オクチルドデシル、コハク酸２－ジエチル－ヘキシル。好ましくは、これら
は、式Ｒ１ＣＯＯＲ２（式中、Ｒ１は、４～４０個の炭素原子を含む直鎖状または分枝鎖
状の脂肪酸の残部を表し、Ｒ２は、４～４０個の炭素原子を含む炭化水素鎖、特に分枝鎖
状の炭化水素鎖を表し、Ｒ１およびＲ２は、Ｒ１＋Ｒ２が１８であるようにする）のエス
テルである。好ましくは、エステルは、全体で１８～４０個の炭素原子を含む。好ましい
モノエステルの例には、イソノナン酸イソノニルが挙げられる。
　－　ジエステル、特に、全体で１８～６０個の炭素原子を含む、特に、全体で１８～５
０個の炭素原子を含む、ジエステル。特に、カルボン二酸（carboxylic diacid）のジエ
ステル、およびモノアルコールのジエステル、例えば、好ましくはリンゴ酸ジイソステア
リルを用いることができる。あるいは、ジエステルは、グリコールのジエステル、および
カルボン一酸（carboxylic monoacid）のジエステル、例えばジヘプタン酸ネオペンチル
グリコール、またはジイソステアリン酸ポリグリセリル－２（特に、Ａｌｚｏ社によって
製品参照ＤＥＲＭＯＬ　ＤＧＤＩＳで販売されている化合物など）であってもよい。
　－　全体で３５～７０個の炭素原子を含むトリエステル、特に、カルボン三酸（carbox
ylic triacid）のトリエステル、例えば、クエン酸トリイソステアリルもしくはトリメリ
ト酸トリデシル、またはグリコールのトリエステルおよびカルボン一酸のトリエステル、
例えばトリイソステアリン酸ポリグリセロール－２。
　－　テトラエステル、特に、３５～７０の範囲の総炭素数を有する、テトラエステル、
例えば、ペンタエリスリトールのテトラエステル、またはポリグリセロールのテトラエス
テル、およびカルボン一酸のテトラエステル、例えば、テトラペラルゴン酸ペンタエリト
リチル、テトライソステアリン酸ペンタエリトリチル、テトライソノナン酸ペンタエリト
リチル、テトラデカン酸グリセリルトリデシル－２、テトライソステアリン酸ポリグリセ
リル－２、またはテトラデカン酸ペンタエリトリチルテトラデシル－２。
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　－　不飽和脂肪酸の二量体および／または三量体、ならびにジオールの二量体および／
または三量体の縮合反応によって得られるポリエステル、例えば、仏国特許出願公開第０
８５３６３４号明細書に記載されたもの、特に、ジリノール酸および１，４－ブタンジオ
ールのもの。
　－　ジオール二量体のエステルおよびポリエステル、ならびにモノカルボン酸またはジ
カルボン酸のエステルおよびポリエステル、例えば、ジオール二量体のエステルおよび脂
肪酸のエステル、ならびに特に、不飽和脂肪酸、特に、Ｃ８～Ｃ３４不飽和脂肪酸、特に
Ｃ１２～Ｃ２２不飽和脂肪酸、特にＣ１６～Ｃ２０不飽和脂肪酸、より詳細にはＣ１８不
飽和脂肪酸の二量体化から特に誘導されるカルボン二酸二量体から得ることができる、二
量体ジオールのエステルおよびカルボン二酸二量体のエステル、例えば、ジリノール二酸
のエステルおよびジリノール二量体ジオールのエステル、例えば、日本精化株式会社によ
って商品名ＬＵＳＰＬＡＮ　ＤＤ－ＤＡ５（登録商標）およびＤＤ－ＤＡ７（登録商標）
で市販されているもの。
　－　ビニルピロリドン／１－ヘキサデセンコポリマー、例えば、ＩＳＰ社によって名称
ＡＮＴＡＲＯＮ　Ｖ－２１６（Ｇａｎｅｘ　Ｖ２１６とも称される）（ＭＷ＝７３００ｇ
／モル）で販売されているもの。
　－　植物炭化水素油、例えば、脂肪酸のトリグリセリド（室温で液体）、特に、７～４
０個の炭素原子を有する脂肪酸のトリグリセリド、例えば、ヘプタン酸またはオクタン酸
またはホホバ油のトリグリセリド、特に、例には、飽和トリグリセリド、例えば、カプリ
ル酸／カプリン酸トリグリセリド、トリヘプタン酸グリセリル、トリオクタン酸グリセリ
ン、Ｃ１８＿３６酸のトリグリセリド、例えばＳｔｅａｒｉｎｅｒｉｅｓ　Ｄｕｂｏｉｓ
によって参照ＤＵＢ　ＴＧＩ　２４で市販されているもの、および不飽和トリグリセリド
、例えばリシン油、オリーブ油、キシメニア（ximenia）油、プラカシー（pracaxi）油。
　－　ならびにそれらの混合物。
【００７１】
　「シリコーン油」は、少なくとも１個のケイ素原子、特に、少なくとも１個のＳｉ－Ｏ
基を含む油を意味する。シリコーン油は、揮発性または不揮発性であってもよい。
【００７２】
　不揮発性シリコーン油の例には、特に、少なくとも８個のケイ素原子を含むポリジメチ
ルシロキサン、そのアルキル鎖が８～２０個の炭素原子を含むポリアルキルメチルシロキ
サン、およびＩＮＣＩ名フェニルトリメチコンで識別される油が挙げられる。
【００７３】
　揮発性シリコーン油の例には、特に、５ｃＳｔおよび６ｃＳｔの粘度を有する、ある種
のジメチコン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサ
ン、ドデカメチルシクロヘキサシロキサン、ヘプタメチルヘキシルトリシロキサン、ヘプ
タメチルオクチルトリシロキサン、ヘキサメチルジシロキサン、オクタメチルトリシロキ
サン、デカメチルテトラシロキサン、ドデカメチルペンタシロキサン、ＩＮＣＩ名メチル
トリメチコンおよびカプリリルメチコンで識別される化合物、ならびにそれらの混合物が
挙げられる。
【００７４】
　植物油の例には、特に、小麦胚芽、ヒマワリ、ブドウ種子、ゴマ、トウモロコシ、アプ
リコット、ヒマシ、シアバターノキ、アボガド、オリーブ、ダイズの各油、スイートアー
モンド、ヤシ、ナタネ、綿実、ヘーゼルナッツ、マカダミア、ホホバ、アルファルファ、
芥子粒、トウナス、ゴマ、カボチャ、ナタネ、クロフサスグリ、マツヨイグサ、キビ、大
麦、キノア、ライ麦、ベニバナ、ククイノキ、トケイソウ、ローズヒップ種子、またはツ
バキの各油が挙げられる。
【００７５】
　「フッ素油」は、少なくとも１個のフッ素原子を含む油、例えば、限定されないが、ノ
ナフルオロメトキシブタン、またはペルフルオロメチル－シクロペンタン、ペルフルオロ
ジメチルシクロヘキサン、ペルフルオロペルヒドロフェナントレン、ペルフルオロデカリ
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ン、およびそれらの混合物を意味する。
【００７６】
　本発明の組成物は、好ましくは油４０～８０重量％、特に炭化水素油を、特に４５～７
５重量％、より好ましくは油を５０～７０重量％含む。
【００７７】
ワックスおよび親油性ゲル化剤
　本発明の組成物は、少なくとも１種のワックスおよび／または少なくとも１種の親油性
ゲル化剤をさらに含むことができる。
【００７８】
　「ワックス」は、３０℃より高くかつ一般に１００℃より低い融解温度を有する脂肪体
を意味し、これは組成物の調製条件下で液体であり、固体状態では異方性結晶構造を有す
る。ワックスの例には、特に、植物ワックス、鉱物ワックス、および合成ワックスが挙げ
られ、合成ワックスは、有利には、炭化水素ワックスまたはシリコーンワックスであって
もよい。限定されないが、カルナバ、キャンデリラ、コメ、ビーズ（蜜蝋（Cera alba）
）、場合により官能化されたポリエチレン、およびパラフィン、ならびにオゾケライトの
各ワックス、微結晶ワックス、Ｃ１４～Ｃ２２直鎖状脂肪アルコール、および酸のＣ８～
Ｃ２０トリエステルおよびグリセリンのＣ８～Ｃ２０トリエステル、例えば、トリベヘン
酸グリセリン、ならびにそれらの混合物を挙げることもできる。ＶＥＶＹ社によって商品
名ＣＥＴＡＣＥＮＥ（登録商標）で市販されているアセチルステアリン酸グリコールも挙
げることができる。
【００７９】
　好ましい一実施形態によれば、本発明の組成物は、少なくとも１種の無極性ワックスを
含む。無極性ワックスは、炭化水素またはシリコーンの無極性ワックスを意味する。
【００８０】
　一実施形態によれば、無極性炭化水素ワックスは、炭素および水素で構成される化学化
合物を、少なくとも９５重量％含む。これらの化学化合物は、有利には、直鎖状または分
枝鎖状の飽和アルカンから選択される。特に、無極性ワックスは、直鎖状炭化水素ワック
スから選択することができる。直鎖状炭化水素ワックスには、エチレンのポリマーおよび
コポリマー、直鎖状パラフィンワックス、ならびにフィッシャートロプシュワックスが挙
げられる。
【００８１】
　無極性ワックスは、代替的に、ポリオキシアルキレンシリコーン型のワックス、すなわ
ち（－ＣｘＨ２ｘＯ）ａ型（式中、ｘは２～６で様々であってよく、ａは２以上である）
の、少なくとも１種のオキシアルキレン基を含むシリコーンであってもよい。
【００８２】
　好ましい一実施形態によれば、本発明の組成物は、少なくとも１種のポリエチレンワッ
クスを含む。
【００８３】
　本発明の組成物は特に、ワックスを、組成物の総重量に対して、１～２０重量％、好ま
しくは５～１５重量％の範囲の濃度で含むことができる。
【００８４】
　親油性ゲル化剤の例は、特に、組成物のレオロジーまたはテクスチャを変化させること
ができる充填剤である。
【００８５】
　「充填剤」は、組成物が製造される温度に関わらず、組成物の媒体に不溶であり、かつ
分散している形態の、無色粒子または白色粒子の、鉱物または合成の、任意の形状の固体
であると理解されたい。充填剤は、その結晶学的形状（例えば、フレーク、立方晶、六方
晶、斜方晶など）に関わらず、任意の形状、プレート、球状、または楕円の、鉱物または
有機物であってもよい。
【００８６】
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　特に、充填剤は、滑石、雲母、シリカ、カオリン、ヘクトライトクレイ（ベントン）、
場合により親水性または疎水性に処理された焼成シリカ粒子、ポリアミド（Ｎｙｌｏｎ（
登録商標））（Ｏｒｇａｓｏｌ（登録商標）、Ａｔｏｃｈｅｍ製）、ポリ－（３－アラニ
ン）、およびポリエチレンの各粉末、テトラフルオロエチレンポリマー（Ｔｅｆｌｏｎ（
登録商標））、ラウロイル－リシン、デンプン、窒化ホウ素の各粉末、ポリマー中空微小
球体、例えば、ポリビニリデン／塩化アクリロニトリル、例えば、Ｅｘｐａｎｃｅｌ（登
録商標）（Ｎｏｂｅｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅ）、アクリル酸のコポリマー（Ｐｏｌｙｔｒ
ａｐ（登録商標）、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ社製）のもの、シリコーン樹脂のマイクロビ
ーズ（例えば、Ｔｏｓｐｅａｒｌｓ（登録商標）、東芝製）、沈降炭酸カルシウム、マグ
ネシウムの炭酸塩および炭酸水素塩、ヒドロキシアパタイト、シリカの中空微小球体（Ｓ
ｉｌｉｃａ　Ｂｅａｄｓ（登録商標）、Ｍａｐｒｅｃｏｓ製）、エラストマーポリオルガ
ノシロキサン粒子、８～２２個の炭素原子を有する、好ましくは１２～１８個の炭素原子
を有する、カルボン有機酸に由来する金属石けん、ガラスまたはセラミックスのマイクロ
カプセル、８～２２個の炭素原子を有する、好ましくは１２～１８個の炭素原子を有する
カルボン有機酸に由来する金属石けん、例えば、亜鉛、マグネシウム、またはリチウムの
ステアリン酸塩、ラウリン酸亜鉛、ミリスチン酸マグネシウム、ならびにそれらの混合物
から選択することができる。好ましくは、充填剤は、シリカ、カオリン、ベントン、デン
プン、ラウロイル－リシン、場合により親水性または疎水性に処理された焼成シリカ粒子
、およびそれらの混合物から選択される。好ましい一実施形態によれば、親油性ゲル化剤
は、好ましくはベントンである。
【００８７】
　本発明で用いられる組成物は、１種または複数の親油性ゲル化剤を、組成物の総重量に
対して０．１～１３重量％の範囲の濃度で、特に、組成物の総重量に対して０．２～１０
重量％の範囲の濃度で含むことができる。
【００８８】
着色材料
　本発明の組成物は、顔料、真珠層、脂溶性着色剤、ラッカー（有機顔料）、およびそれ
らの混合物から選択することができる、少なくとも１種の着色材料をさらに含むことがで
きる。
【００８９】
　顔料は、組成物を着色および／または乳白化しようとする、鉱物または有機物の、水性
溶液に不溶な、白色粒子または着色粒子であると理解されたい。
【００９０】
　本発明で用いることができる鉱物顔料の例には、チタン、ジルコニウム、またはセリウ
ムの各酸化物、ならびに亜鉛、鉄、またはクロムの各酸化物、フェリックブルー、マンガ
ンバイオレット、ウルトラマリン、およびクロム水和物が挙げられる。
【００９１】
　本発明で用いることができる有機顔料の例には、カーボンブラック、Ｄ＆Ｃ型の顔料、
コチニールカルミン、バリウム、ストロンチウム、カルシウム、アルミニウムを含むラッ
カー、または欧州特許出願公開第５４２６６９号明細書、欧州特許出願公開第７８７７３
０号明細書、欧州特許出願公開第７８７７３１号明細書、および国際公開第９６／０８５
３７号パンフレットの文献に記載されたジケトピロロピロール類（ＤＰＰ）が挙げられる
。
【００９２】
　本発明の化粧料組成物で用いられる顔料は、疎水化処理剤によって表面処理することが
できる。
【００９３】
　疎水化処理剤は、メチコン、ジメチコン、ペルフルオロアルキルシラン、アルキルアル
コキシシランなどのシリコーン、ステアリン酸などの脂肪酸、ジミリスチン酸アルミニウ
ム、水添タロウグルタミン酸のアルミニウム塩、リン酸ペルフルオロアルキル、ペルフル
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オロアルキルシラン、ペルフルオロアルキルシラザンなどの金属石けん、ヘキサフルオロ
プロピレンのポリオキシド、ペルフルオロアルキルペルフルオロポリエーテル基を含むポ
リオルガノシロキサン、アミノ酸、Ｎ－アシルアミノ酸またはその塩、レシチン、チタン
酸イソプロピルトリイソステアリル、およびそれらの混合物から選択することができる。
【００９４】
　好ましい一実施形態によれば、疎水化処理剤は、アルキルアルコキシシラン、特に、オ
クチルトリエトキシシラン（ＯＴＳ）から選択される。
【００９５】
　「真珠層」は、特にその殻で、ある種の軟体動物によって作り出される、または合成さ
れる、虹色の、または非虹色の、任意の形状の着色粒子であって、光学干渉を介した色の
効果をもつ、着色粒子であると理解されたい。
【００９６】
　「着色剤」は、一般に、油などの脂肪体に可溶な有機化合物であると理解されたい。
【００９７】
　脂溶性着色剤は、例えば、スダンレッド、ＤＣレッド１７、ＤＣグリーン６、β－カロ
テン、スダンブラウン、ＤＣイエロー１１、ＤＣバイオレット２、ＤＣオレンジ５、キノ
リンイエローである。
【００９８】
　着色材料は、化粧料組成物の総重量に対して、０．１～１５重量％、特に１～１０重量
％、特に１～１０重量％の範囲の濃度で存在してもよい。
【００９９】
活性成分
　本発明の組成物は、特に、皮膚および／または口唇の、とりわけ口唇の、水分補給剤（
特にビタミンＥ）、瘢痕化剤および／またはアンチエイジング剤から選択される、１種ま
たは複数の活性成分を含むこともできる。
【０１００】
　本実施形態によれば、本発明は、皮膚および／または口唇、とりわけ口唇を、ケアする
またはそれにメイクアップを施す（非治療）方法であって、本発明の組成物を皮膚および
または口唇に塗布するステップを含む、方法にも関する。
【０１０１】
　良好なレベルの安定性をもつ、本発明の組成物でつくられた付着物によって、活性成分
が皮膚および／または口唇で保護され、したがって皮膚および／または口唇の、ケアの有
効性（水分補給、瘢痕化、および／またはアンチエイジングの効果）が改善される。
【０１０２】
　本発明で用いられる組成物は、保湿剤、例えば、ヒアルロン酸およびその塩ならびに／
またはグリセリンなどのポリオールをさらに含むことができる。
【０１０３】
追加の通常の化粧成分
　本発明の組成物は、特に、酸化防止剤、香料、保存料、中和剤、界面活性剤、太陽光遮
蔽剤、ビタミン、水分補給剤、セルフタンニング化合物、抗皺活性成分、軟化剤、親水性
または親油性の活性成分、抗フリーラジカル剤、消臭剤、封鎖剤、およびそれらの混合物
から選択することができる、任意の通常の化粧成分を含むこともできる。
【０１０４】
　特に、本発明の組成物は、少なくとも１種の太陽光遮蔽剤を含むことができる。
【０１０５】
ガレヌス
　本発明の組成物は、皮膚または口唇をケアするまたはそれにメイクアップを施す、特に
口唇にメイクアップを施すのに、有利に用いることができる。
【０１０６】
　特に、本発明の製品は、皮膚または口唇のための二層メイクアップ製品の文脈において
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【０１０７】
メイクアップを施す方法
　本発明の目的は、ケラチン物質、特に口唇に、メイクアップを施すまたはそれをケアす
る方法であって、上記で定義された少なくとも１種の組成物を前記ケラチン物質に塗布す
るステップを含む、方法でもある。
【０１０８】
　好ましい一実施形態によれば、本発明の方法は、
　上記で定義された少なくとも１種の組成物を、ベース組成物（「ベースコート」とも称
される）として前記ケラチン物質に塗布するステップと、
　前記ベース組成物に、コーティング組成物（「トップコート」とも称される）を塗布す
るステップとを含む。
【０１０９】
　「トップコート」コーティング組成物は、特に、当業者によって、本発明のベース組成
物によってもたらされる色の安定性および強度を変化させることになり、かつ「トップコ
ート」コーティング組成物によってもたらされる光沢を低減することになる、各組成物の
成分の他への移動を防ぐために、ベース組成物と非相溶性であるように選択される。
【０１１０】
　コーティング組成物（「トップコート」）は、好ましくは光沢があり、ベース組成物と
非相溶性の、少なくとも１種の不揮発性油を含むことが好ましい。不揮発性油は、特に、
不揮発性シリコーン油であってもよい。
【０１１１】
　コーティング組成物（「トップコート」）によって、ベース組成物に光沢をもたらすこ
とができ、ベース組成物が単独で塗布される場合にもたらされる粘着性の感覚を低減し、
さらにはなくすことができる。
【０１１２】
使用
　本発明の目的はまた、別の態様によれば、生理学的に許容される媒体中に、少なくとも
１種のシリコーン－ポリウレタンポリマーを含む化粧料組成物の、擦り耐性および安定性
を改善するための、特定のシリコーン樹脂の使用でもある。
【０１１３】
　以下の実施例は、例証として示すものであり、本発明を限定するものではない。パーセ
ントは重量パーセントである。
【実施例】
【０１１４】
　以下の組成を有する、口唇用の２種の液体配合物を調製した。
【０１１５】
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【０１１６】
　配合物を、９人のサンプル群の口唇に塗布した（連続する３層）。
【０１１７】
　組成物の特性は、熟練のメイクアップアーティストによって、以下の基準
　－　食事（ソースをかけたパスタ）の後の組成物の色の安定性
　－　擦り耐性（ティッシュで組成物を拭うこと）
に基づいて視覚的に評価した。
【０１１８】
　このようにして、メイクアップアーティストは、本発明の組成物１では、ティッシュで
拭った後に口唇に残る残留付着物が、比較組成物２よりも多いことを観察した。
【０１１９】
　さらに、本発明の組成物１は粘膜により付着している（より良好な化粧品の安定性）の
で、組成物１の化粧品の除去は、比較組成物２よりはるかに難しかった。
【０１２０】
　別の試みにおいて、組成物１および組成物２の配合物を、９人のサンプル群の口唇に再
度塗布し（連続する３層）、その後、今回は、以下の配合物を含む無色光沢の「トップコ
ート」で被覆した。
【０１２１】
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【０１２２】
　化粧品の結果を、熟練のメイクアップアーティストによって、以下の基準
　－　色合い
　－　均一性
　－　輪郭の鮮明さ
　－　光沢
に基づいて視覚的に評価した。
【０１２３】
　このようにして、メイクアップアーティストは、本発明の組成物１が、比較組成物２よ
りも、強く（特に１日を通して）、塗布中に均質であり、あまり色落ちしない（より鮮明
な輪郭）色合いをもたらすことが可能であると観察した。
【０１２４】
　食事（ソースをかけたパスタ）の後の組成物の安定性試験でも、本発明の組成物１で得
られた色合いは比較組成物２よりも安定性が高いことが示された。
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